
、

号
5963

第報官日曜金日
91

月
9年51

成平
3

2
三

　
は
、

　
第
二
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

　
（
審
査
の
特
例
等
の
対
象
と
な
る
場
合
）

第
二
条
の
二
　
法
第
四
条
の
二
第
四
項
第
一
号
の
政
令
で

　
定
め
る
数
量
は
、
十
ト
ン
と
す
る
q

　
第
七
条
中
「
第
四
十
一
条
』
を
「
第
四
十
一
条
第
一
項
」

に
改
め
、
同
条
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

2
　
法
第
四
十
一
条
第
二
項
の
審
議
会
等
で
政
令
で
定
め

　
る
も
の
は
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
大
臣
ご
と
に
そ

　
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
と
お
り
と
す
る
。

　
新
規
化
学
物
質
を
輸
出
す
る
た
め
に
製
造
し
、
又

は
輸
入
す
る
場
合
（
そ
の
輸
出
が
新
規
の
化
学
物
質

に
よ
る
環
境
の
汚
染
を
防
止
す
る
た
ゆ
に
必
要
な
措

置
が
講
じ
ら
れ
て
い
る
地
域
と
し
て
厚
生
労
働
省

令
、
経
済
産
業
省
令
、
環
境
省
令
で
定
め
る
地
域
を

仕
向
地
と
す
る
も
の
で
あ
る
場
合
に
限
る
。
）
で
あ
つ

て
、
そ
の
新
規
化
学
物
質
が
輸
出
さ
れ
る
ま
で
の
間

に
お
い
て
そ
の
新
規
化
学
物
質
に
よ
る
環
境
の
汚
染

を
防
止
す
る
た
め
に
必
要
な
措
置
が
講
じ
ら
れ
て
い

る
と
き
．

法
第
三
条
第
一
項
第
五
号
の
政
令
で
定
め
る
数
量

　
一
ト
ン
と
す
る
。

経
済
産
業
大
臣

環
境
大
臣

化
学
物
質
審
議
会

中
央
環
境
審
議
会

12 　
　
附
　
刷

（
施
行
期
日
）

　
こ
の
政
令
は
、
化
学
物
質
の
審
査
及
び
製
造
等
の
規

制
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
改
走
す
る
法
律
（
以
下
『
改

正
法
」
と
い
う
。
）
の
施
行
の
日
（
平
成
十
六
年
四
月
一

日
）
か
ら
施
行
す
る
。

（
確
認
に
関
す
る
経
過
措
置
の
対
象
と
な
る
者
）

　
改
正
法
附
則
第
二
条
の
政
令
で
定
め
る
者
は
、
薬
事

法
（
昭
和
三
十
五
年
法
律
第
百
四
十
五
号
y
第
十
二
条

第
一
項
又
は
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
許
可
に

係
る
医
薬
品
の
中
問
物
ど
レ
で
新
規
化
学
物
質
を
製
造

し
、
又
は
輸
入
す
る
者
と
ず
る
。

厚
生
労
働
大
臣

経
済
産
業
大
臣

　
　
環
境
大
臣

内
閣
総
理
大
臣

坂
ロ
　
　
カ

平
沼
　
趨
夫

鈴
木
r
俊
一
．

小
泉
純
唖
，
躯

　
　
　
　
　
　
〆
’
、
＼

　
厚
生
労
働
省
組
織
令
の
一
部
を
改
正
す
る
政
令
を
こ
こ

に
公
布
す
る
。

御
　
名
　
　
御
　
璽

平
成
十
五
年
九
月
十
九
日

　
　
　
　
　
　
　
内
閣
総
理
大
臣

小
泉
純
一
郎

舜
曳

㎜
省

令
㎜

政
令
第
四
百
二
十
号

　
　
　
厚
生
労
働
省
組
織
令
の
一
部
を
改
正
す
る
政
令

　
内
閣
は
、
化
学
物
質
の
審
査
及
び
製
造
等
の
規
制
に
関

す
る
法
律
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
十
五
年
法
律
．

第
四
十
九
号
）
の
施
行
に
伴
い
、
並
び
に
国
家
行
政
組
織

法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
二
十
号
）
第
七
条
第
四
項

及
び
第
五
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
こ
の
政
令
を
制
定
す
る
。

　
厚
生
労
働
省
組
織
令
（
平
成
十
二
年
政
令
第
二
百
五
十

二
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　
第
六
条
第
一
項
第
十
二
号
中
「
お
そ
れ
」
の
下
忙
「
又

は
生
活
環
境
動
植
物
（
化
学
物
質
の
審
査
及
び
製
造
等
の

規
欄
に
関
す
る
法
葎
（
昭
和
四
十
八
年
法
律
第
百
十
七
号
）

第
二
条
第
二
項
第
一
号
ロ
③
に
規
定
す
る
生
活
環
境
動
植

物
を
い
う
。
第
五
十
二
条
第
八
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
生

息
若
し
く
は
生
育
に
支
障
を
及
ぽ
す
お
そ
れ
」
を
加
え
る
。

　
第
五
十
二
条
第
八
号
中
「
お
そ
む
の
下
に
「
又
は
生

活
環
境
動
植
物
の
生
息
若
し
く
は
生
育
に
支
障
を
及
ぽ
す

お
そ
れ
」
を
加
え
る
。

　
　
　
附
　
則

　
（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
政
令
は
、
化
学
物
質
の
審
査
及
び
製
造
等

　
の
規
制
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
以
「

　
下
「
改
正
法
」
と
い
う
。
）
の
施
行
の
日
（
平
成
十
六
年

　
四
月
一
日
）
、
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
次
条
の
規
定

　
は
、
改
正
法
附
則
第
三
条
の
規
定
の
施
行
の
日
（
同
年

　
二
月
一
日
）
か
ら
施
行
す
る
．

　
（
経
過
措
置
）

第
二
条
　
医
薬
食
品
局
は
、
平
成
十
六
年
三
月
三
十
一
日

　
ま
で
の
間
、
こ
の
政
令
に
よ
る
改
正
前
の
厚
生
労
働
省
．

　
組
織
令
（
以
下
「
旧
令
」
と
い
う
。
）
第
六
条
第
一
項
各

　
・
号
に
掲
げ
る
事
務
の
ほ
か
、
改
正
法
附
則
第
三
条
の
規

　
定
に
よ
る
厚
生
労
働
大
臣
の
確
認
に
関
す
る
事
務
を
つ

　
か
さ
ど
る
。

2
　
医
薬
食
品
局
審
査
管
理
課
は
、
平
成
十
六
年
三
月
三

　
十
噌
日
ま
で
の
間
、
旧
令
第
五
十
二
条
各
号
に
掲
げ
る

　
事
務
の
ほ
か
、
前
項
に
規
定
す
る
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
。
・

　
　
　
　
　
　
　
　
　
厚
生
労
働
大
臣
坂
口
　
　
力

　
　
　
　
　
　
　
　
　
内
閣
総
理
大
臣
■
小
泉
純
一
郎

O
文
部
科
学
省
令
第
四
十
一
号

　
学
校
教
育
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
二
十
六
号
）
第

五
十
六
条
第
一
項
、
第
五
十
七
条
第
二
項
、
第
六
十
七
条

第
一
項
及
び
第
八
十
二
条
の
三
第
三
項
の
規
定
に
基
づ

き
、
学
校
教
育
法
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
を

次
の
よ
う
に
定
め
る
。

　
平
成
十
五
年
九
月
十
九
日

　
　
　
　
　
　
　
　
文
部
科
学
大
臣
　
連
山
　
敦
子

　
　
　
学
校
教
育
法
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令

　
学
校
教
育
法
施
行
規
則
（
昭
和
二
十
二
年
文
部
省
令
第

十
碑
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　
第
六
十
九
条
第
一
号
中
『
外
国
に
お
い
て
、
」
を
「
外

国
に
お
い
て
」
に
改
め
、
同
条
第
六
号
を
次
の
よ
う
に
改

め
る
。

　
六
　
大
学
に
お
い
て
、
個
別
の
入
学
資
格
審
査
に
よ
り
、

　
　
高
等
学
校
を
卒
業
し
た
者
と
同
等
以
上
の
学
力
が
あ

　
　
る
と
認
め
た
者
で
、
十
八
歳
に
達
し
た
も
の

　
第
七
十
条
第
七
号
を
削
る
。

　
第
七
十
条
の
二
第
五
号
を
削
る
。

　
第
七
十
七
条
の
五
第
三
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

三
　
専
修
学
校
に
お
い
て
、
個
別
の
入
学
資
格
審
査
に
よ

　
り
、
高
等
学
校
を
卒
業
し
た
者
に
準
ず
る
学
力
が
あ
る

　
と
認
め
た
者
で
、
十
八
歳
に
達
し
た
も
の

　
　
　
附
　
則

　
こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

告

示
。

0
国
家
公
安
委
員
会
告
示
第
二
十
九
号

　
道
路
交
通
法
（
昭
和
三
十
五
年
法
律
第
百
五
号
）
第
百
十
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
平
成
十
一
年
国
家
公
安
委

員
会
告
示
第
十
六
号
（
道
路
交
通
法
第
百
十
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
自
動
車
専
用
道
路
を
指
定
す
る
件
）
の
一
部

を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　
　
平
成
十
五
年
九
月
十
九
日
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
国
家
公
安
委
員
会
委
員
長
　
谷
垣
　
禎
一

第
一
号
の
表
九
号
の
項
中
　
鳥
取
県
西
伯
郡
大
山
町
か
ら
島
根
県
八
束
郡
玉
湯
町
ま
で

県
西
伯
郡
大
山
町
か
ら
島
根
県
八
束
郡
玉
湯
町
ま
で

市
か
ら
浜
田
市
ま
で

に
改
め
、
第
二
号
の
表
県
道
半
田
南
知
多
公
園

線
の
項
の
．
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

　
県
　
道
　
下
府
　
江
津
線
　
江
津
市
敬
川
町
三
百
五
十
二
番
一
か
ら
同
町
八
十
八
番
ま
で

　
　
　
附
・
剛

　
こ
の
告
示
は
、
平
成
十
五
年
九
月
二
十
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

O
金
融
庁
告
示
第
三
十
九
号

　
　
証
券
取
引
法
施
行
令
（
昭
和
四
十
年
政
令
第
三
百
二
十

　
一
号
）
第
四
十
二
条
第
二
項
及
び
第
四
十
三
条
第
二
項
の

、
規
定
に
基
づ
き
、
本
庁
監
理
証
券
会
社
及
び
本
庁
監
理
登

録
金
融
機
関
を
指
定
す
る
件
（
平
成
十
一
年
三
月
金
融
監

督
庁
告
示
第
六
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　
　
平
成
十
五
年
九
月
十
九
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
金
融
庁
長
官
　
高
木
　
祥
吉

　
　
第
一
号
中
「
岡
注
証
券
株
式
会
社
」
の
次
に
「
岡
三
証

券
分
割
準
備
株
式
会
社
」
を
加
え
る
。

O
法
霧
省
告
示
第
四
百
八
十
三
号

　
北
海
道
紋
別
郡
滝
上
町
役
場
保
存
の
次
の
除
籍
が
滅
失

し
た
．

　
平
成
十
五
年
九
月
十
九
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
法
務
大
臣
　
森
山
　
眞
弓

北
海
道
紋
別
郡
滝
上
町
字
滝
ノ
上
市
街
地
士
別
通
四
丁

目
二
十
番
地
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
稲
垣
　
節
也

O
法
穆
省
告
示
第
四
百
八
十
四
号

　
北
海
道
深
川
市
役
所
保
存
の
次
の
原
戸
籍
が
滅
失
し

た
。　

平
成
十
五
年
九
月
十
九
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
法
務
大
臣
　
森
山
　
眞
弓

北
海
道
空
知
郡
音
江
村
字
広
里
二
百
二
十
五
番
地

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
曽
我
七
太
郎



平
成
1
5
年
9
月
1
9
日
　
金
曜
日

官 報
第
3
6
9
5
号

6
十
十
　
十
九

　
　
　
募
発

の
経
利
　
集

払
過
　
　
の
行

込
利
　
　
価

み
子
率
　
格
日

八
　
七
六
振
額
最
払

替
低
込
　
額
単
面
金

位
　
金
額

五
　
四発
　
発
　
　
行

行
　
　
方
額
　
法

用
振等
替法

の

適

の
法
発
号
名

条
律
行
　
称

項
及
の
　
及

び
根
　
び

そ
拠
　
記

　
　
　
　
（
⇒
　
　
　
　
　
　
↑
う
年
銭
額
平
す
額
の
振
　
五
百
九
国
項
整
金
す
二
債
う
額
の
日
機
用
r
成
社
五
（
項
五
行
平
十
利

に
の
口
る
に
　
　
益
す
定
算
金
　
一
　
面
成
る
の
記
替
　
万
億
億
債
の
理
額
る
条
の
ち
面
取
本
関
を
振
十
債
条
明
及
年
の
成
三
付

よ
に
座
も
係
発
．
副
る
す
出
額
日
・
　
金
十
。
整
載
法
　
円
七
九
に
規
基
で
利
第
発
’
金
．
扱
郵
は
受
替
三
等
第
治
び
法
特
十
9
国

り
つ
に
の
る
行
冷
　
。
る
し
に
本
六
　
額
五
　
数
又
の
　
　
千
千
つ
定
金
八
付
一
行
平
額
い
政
日
け
法
年
の
｝
二
国
律
例
五
　
庫

算
い
記
と
所
時
殻

出
て
載
し
得
に
S

し
は
又
て
税
お
灘

た
’
は
振
が
い
錨

金
前
記
替
源
て
×

無
器
齪
等

曇
躍
馨
翻
N
．

該
式
も
．
の
れ
子

期
た
加
郵
パ

日
金
え
政
1

に
額
’
公
セ

払
を
次
社
ン

い
第
の
総
ト

込
十
算
裁

む
九
式
は

も
号
に
’

の
に
よ
払

と
規
り
込
．
．

百
年円
九に
月つ
二き
十百
二円
日七
十

倍
は
規
の
記
定
金
録
に
額
は
よ
に
’
る

よ
一 振

る
低
替
も
額
口
の
面
座
と
金
簿

百
百
い
に
特
十
国
項
の
成
で
及
公
本
る
一
法
振
項
十
債
第
に
年

万
九
て
墓
別
億
債
の
特
十
．
百
び
社
銀
も
と
律
替
　
九
整
十
関
度

円
十
は
づ
会
八
に
規
例
五
億
取
に
行
の
い
第
に
　
年
理
八
す
に

　
万
’
き
計
百
つ
定
に
年
円
得
よ
と
と
う
七
関
　
法
基
量
る
お

　
円
額
発
法
十
い
に
関
度
　
に
る
す
し
」
十
す
　
律
金
　
法
け

面
行
第
万
て
基
す
に

金
す
五
円
に
づ
る
1
お

額
る
条
　
　
き
法
け

で
利
第
国
額
発
律
る

十
付
一
債
面
行
第
公

よ
国
る
’
の
五
る

る
債
◎
そ
規
号
法

発
の
　
の
定
o
律

行
募
　
振
の
以
（

　
集
　
替
適
下
平

第
特
第
律
る

六
別
二
（
公

号
会
条
平
債

）
計
第
成
の

第
法
一
十
発

．
．

券

パ十
年
×
』第

百
五

　
て
保
　
　
セ
’

　
は
証
こ
　
ン
r

　
’
法
の
　
ト
年

　
な
第
告
附
一
二

　
お
三
示
　
に
・

　
従
章
の
則
改
三

　
前
第
施
　
め
五

ξ
　
・
の
一
行
　
る
パ

　
例
節
前
　

◎
1

　
に
の
に
　
　
セ
農

　
よ
規
成
　
．
　
ン
林

　
る
定
’
立

　
。
に
し

　
　
よ
て
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三
　は、
　第二条の次に次の一条を加える。
　（審査の特例等の対象となる場合）
第二条の二　法第四条の二第四項第一号の政令で
　定める数量は、十トンとするq
　第七条中「第四十一条』を「第四十一条第一項」
に改め、同条に次の一項を加える。
2　法第四十一条第二項の審議会等で政令で定め
　るものは、次の表の上欄に掲げる大臣ごとにそ
　れぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。
　新規化学物質を輸出するために製造し、又
は輸入する場合（その輸出が新規の化学物質
による環境の汚染を防止するたゆに必要な措
置が講じられている地域として厚生労働省
令、経済産業省令、環境省令で定める地域を
仕向地とするものである場合に限る。）であつ
て、その新規化学物質が輸出されるまでの間
においてその新規化学物質による環境の汚染
を防止するために必要な措置が講じられてい
るとき．
法第三条第一項第五号の政令で定める数量
　一トンとする。
経済産業大臣
環境大臣
化学物質審議会
中央環境審議会
1
2
　　附　刷
（施行期日）
　この政令は、化学物質の審査及び製造等の規
制に関する法律の一部を改走する法律（以下『改
正法」という。）の施行の日（平成十六年四月一
日）から施行する。
（確認に関する経過措置の対象となる者）
　改正法附則第二条の政令で定める者は、薬事
法（昭和三十五年法律第百四十五号y第十二条
第一項又は第十八条第一項の規定による許可に
係る医薬品の中問物どレで新規化学物質を製造
し、又は輸入する者とずる。
厚生労働大臣
経済産業大臣
　　環境大臣
内閣総理大臣
坂ロ　　カ
平沼　趨夫
鈴木r俊一．
小泉純唖，躯
　　　　　　〆’、＼
　厚生労働省組織令の一部を改正する政令をここ
に公布する。
御　名　　御　璽
平成十五年九月十九日
　　　　　　　内閣総理大臣
小泉純一郎
舜曳
�o省
令�o
政令第四百二十号
　　　厚生労働省組織令の一部を改正する政令
　内閣は、化学物質の審査及び製造等の規制に関
する法律の一部を改正する法律（平成十五年法律．
第四十九号）の施行に伴い、並びに国家行政組織
法（昭和二十三年法律第百二十号）第七条第四項
及び第五項の規定に基づき、この政令を制定する。
　厚生労働省組織令（平成十二年政令第二百五十
二号）の一部を次のように改正する。
　第六条第一項第十二号中「おそれ」の下忙「又
は生活環境動植物（化学物質の審査及び製造等の
規欄に関する法葎（昭和四十八年法律第百十七号）
第二条第二項第一号ロ�Bに規定する生活環境動植
物をいう。第五十二条第八号において同じ。）の生
息若しくは生育に支障を及ぽすおそれ」を加える。
　第五十二条第八号中「おそむの下に「又は生
活環境動植物の生息若しくは生育に支障を及ぽす
おそれ」を加える。
　　　附　則
　（施行期日）
第一条　この政令は、化学物質の審査及び製造等
　の規制に関する法律の一部を改正する法律（以「
　下「改正法」という。）の施行の日（平成十六年
　四月一日）、から施行する。ただし、次条の規定
　は、改正法附則第三条の規定の施行の日（同年
　二月一日）から施行する．
　（経過措置）
第二条　医薬食品局は、平成十六年三月三十一日
　までの間、この政令による改正前の厚生労働省．
　組織令（以下「旧令」という。）第六条第一項各
　・号に掲げる事務のほか、改正法附則第三条の規
　定による厚生労働大臣の確認に関する事務をつ
　かさどる。
2　医薬食品局審査管理課は、平成十六年三月三
　十噌日までの間、旧令第五十二条各号に掲げる
　事務のほか、前項に規定する事務をつかさどる。・
　　　　　　　　　厚生労働大臣坂口　　力
　　　　　　　　　内閣総理大臣■小泉純一郎
O文部科学省令第四十一号
　学校教育法（昭和二十二年法律第二十六号）第
五十六条第一項、第五十七条第二項、第六十七条
第一項及び第八十二条の三第三項の規定に基づ
き、学校教育法施行規則の一部を改正する省令を
次のように定める。
　平成十五年九月十九日
　　　　　　　　文部科学大臣　連山　敦子
　　　学校教育法施行規則の一部を改正する省令
　学校教育法施行規則（昭和二十二年文部省令第
十碑号）の一部を次のように改正する。
　第六十九条第一号中『外国において、」を「外
国において」に改め、同条第六号を次のように改
める。
　六　大学において、個別の入学資格審査により、
　　高等学校を卒業した者と同等以上の学力があ
　　ると認めた者で、十八歳に達したもの
　第七十条第七号を削る。
　第七十条の二第五号を削る。
　第七十七条の五第三号を次のように改める。
三　専修学校において、個別の入学資格審査によ
　り、高等学校を卒業した者に準ずる学力がある
　と認めた者で、十八歳に達したもの
　　　附　則
　この省令は、公布の日から施行する。
告
示。
0国家公安委員会告示第二十九号
　道路交通法（昭和三十五年法律第百五号）第百十条第一項の規定に基づき、平成十一年国家公安委
員会告示第十六号（道路交通法第百十条第一項の規定に基づき自動車専用道路を指定する件）の一部
を次のように改正する。
　　平成十五年九月十九日　　　　　　　　　　　　　　国家公安委員会委員長　谷垣　禎一
第一号の表九号の項中　鳥取県西伯郡大山町から島根県八束郡玉湯町まで
県西伯郡大山町から島根県八束郡玉湯町まで
市から浜田市まで
に改め、第二号の表県道半田南知多公園
線の項の．次に次のように加える。
　県　道　下府　江津線　江津市敬川町三百五十二番一から同町八十八番まで
　　　附・剛
　この告示は、平成十五年九月二十一日から施行する。
O金融庁告示第三十九号
　　証券取引法施行令（昭和四十年政令第三百二十
　一号）第四十二条第二項及び第四十三条第二項の
、規定に基づき、本庁監理証券会社及び本庁監理登
録金融機関を指定する件（平成十一年三月金融監
督庁告示第六号）の一部を次のように改正する。
　　平成十五年九月十九日
　　　　　　　　　　金融庁長官　高木　祥吉
　　第一号中「岡注証券株式会社」の次に「岡三証
券分割準備株式会社」を加える。
O法霧省告示第四百八十三号
　北海道紋別郡滝上町役場保存の次の除籍が滅失
した．
　平成十五年九月十九日
　　　　　　　　　　法務大臣　森山　眞弓
北海道紋別郡滝上町字滝ノ上市街地士別通四丁
目二十番地　　　　　　　　　　　稲垣　節也
O法穆省告示第四百八十四号
　北海道深川市役所保存の次の原戸籍が滅失し
た。
　平成十五年九月十九日
　　　　　　　　　　法務大臣　森山　眞弓
北海道空知郡音江村字広里二百二十五番地
　　　　　　　　　　　　　　　　曽我七太郎
�



